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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月2日(2015.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続パッドが第１面に形成された板状の挿入部を有する相手コネクタの該挿入部を受容
する挿入受部を有するハウジングと、
　前記挿入部が前記挿入受部に挿入された場合に前記第１面に対面すると共に、前記挿入
部の前記挿入受部への挿入の初期段階において前記第１面から離間した位置に配備された
、
前記接続パッドに対応するコンタクトと、
　前記挿入部の前記挿入受部への挿入の最終の移動時に該挿入部から力を受けて前記コン
タクトを前記接続パッドに押し当てる押当部材とを備えたことを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　前記押当部材が、前記挿入受部に挿入されてきた前記挿入部の当接を受ける当接部を有
し、該挿入部により該当接部が押されて該挿入部とともに挿入方向奥側に移動するもので
あって、当該押当部材がさらに、該移動の過程で前記コンタクトを前記挿入受部に挿入さ
れてきた前記挿入部の前記第１面に向けて押すことにより、該コンタクトを弾性変形させ
て前記接続パッドに押し当てるカム部を有する部材であることを特徴とする請求項１記載
のコネクタ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明のコネクタは、
　接続パッドが第１面に形成された板状の挿入部を有する相手コネクタの該挿入部を受容
する挿入受部を有するハウジングと、
　前記挿入部が前記挿入受部に挿入された場合に前記第１面に対面すると共に、前記挿入
部の前記挿入受部への挿入の初期段階において前記第１面から離間した位置に配備された
、前記接続パッドに対応するコンタクトと、
　前記挿入部の前記挿入受部への挿入の最終の移動時に該挿入部から力を受けて前記コン
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タクトを前記接続パッドに押し当てる押当部材とを備えたことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　前壁２５には、相手コネクタの挿入部が挿入される挿入口２５１が設けられている。こ
の挿入口２５１の直ぐ内側には、アッパハウジング４０に支持された蓋部材６４が配置さ
れて、挿入口２５１が蓋部材６４で塞がれる構造となっている（図１参照）。この蓋部材
６４は、相手コネクタの挿入部先端で外側から押されると内側上方に回動して挿入口２５
１を開放し、相手コネクタが抜かれるとトーションバネ６５の作用で挿入口２５１を塞ぐ
構造となっている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　また、このアッパハウジング４０の前壁４２には、ベースハウジング２０の前壁２５に
形成された挿入口２５１から挿入されてきた相手コネクタの挿入部を受け入れる受入口４
２１が形成されている。また、図５（Ａ）に示すように、この前壁４２の、受入口４２１
の上部には、蓋部材６４を回動自在に支持する支持部４２２が設けられている。蓋部材６
４は、その支持部４２２に、図４（Ａ）に示すように支持され、内側上方に回動自在とな
っている。この蓋部材６４は、トーションバネ６５により、ベースハウジング２０の挿入
口２５１を塞ぐ向きに付勢されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　相手コネクタの挿入部は、ベースハウジング２０の、図１に示す挿入口２５１から挿入
される。次に、挿入部は、アッパハウジング４０に支持されている蓋部材６４を押し上げ
てアッパハウジング４０の受入口４２１から、図２（Ｂ）に示すように組立てられている
状態の組立体の、アッパハウジング４０の上に挿入される。挿入されてきた相手コネクタ
の挿入部の先端は、先ずはカム部材６２の突当部６２１に突き当たってカム部材６２をコ
イルバネ６３のバネ付勢に抗して奥側にスライドさせる。カム部材６２が奥に向かってス
ライドして突当部６２１がスライダ３０の立壁３２に並ぶと、相手コネクタの挿入部先端
はカム部材６２の突当部６２１とともにスライダ３０の立壁３２にも突き当たる。このた
め、挿入部先端は、カム部材６２とスライダ３０を一緒に、２本のコイルバネ６１，６３
によるバネ付勢に抗して奥側にスライドさせる。すなわち、本実施形態のコネクタ１００
では、アッパハウジング４０の上板４１の上、すなわち、その上板４１と、その上に被せ
られるアウターシェル５０とに挟まれた空間が、本発明にいう、相手コネクタを受容する
「挿入受部」の一例に相当する。
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